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こ
れ
ま
で
、
伊
王
野
、
芦
野
、
高
原

の
各
公
民
館
を
確
定
申
告
相
談
会
の
会

場
と
し
て
利
用
し
て
き
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
策

の
一
環
と
し
て
、
左
記
の
感
染
防
止
策

を
実
施
し
、
皆
さ
ん
に
安
心
し
て
ご
来

場
い
た
だ
け
る
よ
う
、
確
定
申
告
相
談

会
の
会
場
を
全
日
程
、
文
化
セ
ン
タ
ー

に
統
一
し
ま
し
た
。
（
地
区
割
は
こ
れ

ま
で
と
同
様
に
行
い
ま
す
）

な
お
、
自
身
で
確
定
申
告
書
を
作
成

す
る
方
は
、
各
支
所
ま
た
は
税
務
課
窓

口
へ
郵
送
ま
た
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
電
子
申
告
も
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
飛
沫
感
染
防
止
用
の
ク
リ
ア
パ
ネ
ル

等
の
設
置

○
待
機
ス
ペ
ー
ス
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保

○
サ
ー
モ
カ
メ
ラ
に
よ
る
検
温
の
実
施

○
マ
ス
ク
着
用
の
徹
底

○
手
指
消
毒
と
会
場
内
の
消
毒
の
徹
底

○
会
場
内
の
定
期
的
な
換
気
の
実
施

○
携
帯
電
話
へ
の
呼
び
出
し
の
実
施

○
待
機
時
間
の
短
縮
を
図
る
た
め
の
相

談
員
の
人
数
の
確
保

○
整
理
券
の
使
い
ま
わ
し
の
廃
止

▼
問
合
せ　

税
務
課
町
民
税
係

☎
72 

６
９
０
３

自
宅
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
電
子
申
告
を
す
る
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
が
必
要
で
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
普
及
す
る
ま
で
の
暫
定
的
な

措
置
と
し
て
、
電
子
申
告
用
Ｉ
Ｄ
と
パ

ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
れ
ば
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
な
く
て
も
電
子
申
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
電
子
申
告
用
Ｉ
Ｄ
発
行
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
日
　
時　

12
月
４
日
㈮
、
７
日
㈪

午
前
10
時
〜
午
後
４
時　

▼
場
　
所　

役
場
３
階
正
庁

▼
持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写

真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

▼
そ
の
他　

英
数
８
文
字
以
上
の
パ
ス

ワ
ー
ド
を
設
定
し
ま
す
の
で
事
前
に

ご
検
討
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
日
以
外
で
電
子
申
告
用
Ｉ
Ｄ
を

取
得
す
る
に
は
、
大
田
原
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　

○
税
務
課
町
民
税
係　

☎
72 

６
９
０
３

○
大
田
原
税
務
署

☎
０
２
８
７
‐
２
３
‐
３
１
１
５

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら

17
日
ま
で
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と

定
め
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

「
税
を
考
え
る
週
間
」
期
間
中
、
大

田
原
税
務
署
で
は
、
「
税
に
つ
い
て
の

作
文
」
の
優
秀
作
品
の
パ
ネ
ル
展
示
を

行
い
ま
す
。

▼
展
示
場
所　

大
田
原
税
務
署
、
大
田

原
県
税
事
務
所
、
那
須
町
役
場
、
金

融
機
関
ほ
か

▼
問
合
せ　

大
田
原
税
務
署

☎
０
２
８
７
‐
２
２
‐
３
１
１
５

※
自
動
音
声
案
内
の
後
「
２
」
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

11
月
30
日
㈪
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
税

額
30
万
円
以
下
の
も
の
）
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
（
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公
金
支
払

い
、
税
額
１
０
０
万
円
未
満
の
も
の

（
決
済
手
数
料
別
途
）
）
、
ペ
イ
ジ
ー

に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　

大
田
原
県
税
事
務
所
課
税
課

☎
０
２
８
７
‐
２
３
‐
４
１
７
２

森
林
所
有
者
等
は
地
域
森
林
計
画
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
森
林
の
立
木
を
伐

採
す
る
場
合
、
森
林
法
の
規
定
に
よ
り
、

伐
採
す
る
90
日
か
ら
30
日
前
ま
で
に「
伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
」を

町
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

伐
採
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
あ
る
森

林
が
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
か
は
農
林
振
興
課
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
伐
採
届
を
提
出
し
て
森
林
の

伐
採
と
伐
採
後
の
造
林
を
行
っ
た
場
合

は
、
森
林
所
有
者
等
が
森
林
の
状
況
を

記
載
し
た
「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

に
係
る
森
林
の
状
況
報
告
書
」
を
町
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

無
届
伐
採
や
無
報
告
・
虚
偽
報
告
な

ど
の
違
反
行
為
が
判
明
し
た
場
合
は
、

森
林
法
の
規
定
に
よ
り
、
罰
則
が
適
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

森
林
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
地
域

の
巡
回
時
に
、
森
林
所
有
者
の
方
に
お

声
掛
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

農
林
振
興
課
林
務
係

☎
72 

６
９
１
２ 

休日納付窓口のご案内
町税等の納付について、休日納付窓口を開設します。
納期限までに納付できない場合や特別の事情のある
方は未納を放置せず、必ずご相談ください。
■日　時　１１月２９日(日)　午前９時～午後３時
■場　所　税務課（本庁１階）
■問合せ　税務課収税係　☎７２－６９０４

〈
確
定
申
告
会
場
で
の
主
な

　
感
染
拡
大
防
止
策
〉

電
子
申
告
用
Ｉ
Ｄ
の

発
行
会
を
開
催
し
ま
す

「
税
を
考
え
る
週
間
」

〜
く
ら
し
を
支
え
る
税
〜

森
林
を
伐
採
す
る
と
き
は

伐
採
届
が
必
要
で
す

11
月
は
個
人
事
業
税

（
２
期
分
）の
納
付
月
で
す

※各公民館での確定申告相談会は実施しませんので
ご注意ください。

令和2年分確定申告相談会の会場が
全日程文化センターとなります
令和2年分確定申告相談会の会場が
全日程文化センターとなります


